
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和５年６月２７日 １０時０５分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区 

 仙台南防波堤灯台から真方位３０７°１,７８０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１６.６′ 東経１４１°０７.８′） 

事故の概要  油送船成
せい

和
わ

丸は、離岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年８月２５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油送船 成和丸、１４９トン 

 １３４４９０、協和石油株式会社  

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、四級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板に擦過傷 

岸壁 防油壁に欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １ 

海象：海上 平穏  

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、係留岸壁に左舷着けした状態で

積荷役を終え、船長は、機関長を機関室に、乗組員を船首部及び船尾

部に、それぞれ１人ずつ配置して離岸作業を行うこととした。 

船長は、船橋において単独で離岸操船を開始し、乗組員に全ての係

留索を解かせ、バウスラスターを使用して船首を右舷方向に振って岸

壁から離した後、左舵を取って機関制御盤の主機操縦ハンドル（以下

「操縦ハンドル」という。）を前進側に操作し、船尾を岸壁から離し

て船体を岸壁と平行状態にしようとした。 

船長は、クラッチが前進に入らなかったので、機関室との船内電話

があったが、直接、機関長に不具合の状況を伝えようと思い、左舵が

取られた状態で操縦ハンドルを前進側にしたまま、一旦降橋した。 

本船は、船長が機関室に向かっていた際、機関長が、機関制御盤の

操縦場所が機側になっていることに気付き、船橋に切り替えたとこ

ろ、前進を開始し、船長が急いで船橋に戻り、操縦ハンドルを操作す

るなどしたものの、左舷船首部が岸壁に衝突した。 

本船は、ふだん、機関長が離岸作業の開始前に機関制御盤の操縦場

所を機側から船橋に切り替えていたが、本事故当時、機関長が同操縦

場所を、離岸作業の開始前に機側から船橋に切り替えておらず、船橋

では主機の操縦ができない状態であった。また、船長は、船橋で同操



縦場所の切替え状況を確認できたものの、事前に確認するのを忘れて

いた。 

分析 

 

本船は、離岸作業中、船長が、船首を岸壁から離した後、機関制御

盤の操縦場所が機側になっていることに気付かず、左舵を取った状態

で、操縦ハンドルを前進側に操作したまま降橋し、また、機関長が、

船長が降橋していることに気付かないまま同操縦場所を機側から船橋

に切り替えたことから、前進を開始して左舷船首部が岸壁に衝突した

ものと考えられる。 

船長は、離岸作業を開始する際、機関制御盤の操縦場所を確認しな

かったことから、同操縦場所が機側になっていることに気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が離岸作業中、船長が、船首を岸壁から離した後、

機関制御盤の操縦場所が機側になっていることに気付かず、左舵を

取った状態で、操縦ハンドルを前進側に操作したまま降橋し、また、

機関長が、船長が降橋していることに気付かないまま同操縦場所を機

側から船橋に切り替えたため、前進を開始して左舷船首部が岸壁に衝

突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、離岸作業を開始する際、機関制御盤の操縦場所が船橋に

なっていることを確認するとともに、操縦ハンドルを中立以外に

操作したままの状態で船橋を無人にしないこと。 

 ・船長は、離岸作業中、主機が正常に操作できないなどの不具合を

確認した場合、操船を中断して投錨するなど、自船の安全を確保

してから、主機及び機器の状態を確認すること。 

 ・機関長は、離岸作業の開始前に機関制御盤の操縦場所を機側から

船橋に切り替えておくこと。 

 


